
 

 

新型コロナウィルス感染者が発生した時の対応【接待を伴う飲食店版】 
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リスト作成提出 リスト受領 

 
感染者発生 

▼ 保健所と連絡を取る担当者を決めてくだ 

さい 

▼ 保健所の指示により濃厚接触者に該当する

人のリストを作成してください 

項目：氏名（読みがな）/源氏名/生年月日

/年齢/住所/電話番号/最終出勤日 

▼ PCR検査にご協力ください 

▼ 濃厚接触者の健康観察報告をしてください 

・期  間：感染者との最終接触日から 14日

間です 

・報告内容：「毎日の体温計測」と「風邪症状

などの有無」を毎日メールで報告 

してください 

▼ 症状がある人がいた場合は、保健所に電話

連絡してください 

▼ 消毒は、各店舗で行ってください 

※別紙「新型コロナをウィルスの消毒方法」

参照 

 

▼ 調査 

 基本は電話で行います。必要に応じ

て店舗に伺います 

 調査内容: 

患者の勤務状況/最終出勤日/患者以

外の従業員の体調/感染者との接触

状況/感染予防で気を付けている 

こと/座席の配置/換気状況 等 

▼ 濃厚接触者に該当する範囲を決定 

▼ 観察内容を毎日確認 

▼ 必要に応じて受診をすすめる 

 自宅待機を要請

 消毒方法をアドバイス

▼ 濃厚接触者は、感染者との最終接触日から

14日以内は、自宅待機をしてください 

 

▼ 濃厚接触者への PCR検査実施 

（案） 資料２-① 

【問合せ先】新宿区保健所保健予防課 0３－５２７３－３８６２ 



 

 

新型コロナウィルス感染者が発生した時の対応【接待を伴う飲食店版】 

【よくある質問】 

 

Ｑ１ 患者が発生した場合、店舗を閉鎖しなければならないのですか。 

Ａ 保健所から、店舗の閉鎖をお願いすることがあります。店舗を閉鎖するかどうかは、店舗管理

者の判断になります。 

Ｑ２ 患者が発生したことを公表しなければならないですか。 

Ａ 保健所から店舗等に対して、情報を公開するように指示することはありません。 

店舗が独自の判断により公表する場合は、個人情報の保護や人権上の配慮に十分にご留意くだ

さい。また、公表に伴う周辺地域への影響にもご配慮ください。 

Ｑ３ 患者が発生したことはどのように公表されますか。 

Ａ 公表は東京都が取りまとめて行っています。公表内容は居住地、年代、性別等です。 

感染症のまん延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にする

ためには、発生状況等に関する情報を公開する必要があります。なお、情報の公開にあたって

は、感染者等に対して不当な差別や偏見が生じないように個人情報の保護には留意して行いま

す。 

Ｑ４ 同じ建物の別の階や同じフロアの店舗にも知らせなければなりませんか。 

Ａ 保健所として必要があると判断した場合はご連絡しますが、濃厚接触者がその店舗になければ

知らせる必要はありません。 

Ｑ５ 調査の際、保健所の職員は防護服を着てくるのですか。 

Ａ 調査は普通の服装で伺い、マスク着用の上複数人で行います。 

Ｑ６ 周りの人への感染させる可能性はいつからありますか。 

Ａ 発熱や咳などの呼吸器症状が出た日の２日前から周りへ感染させる可能性があります。 

Ｑ７ 新型コロナウイルス感染症でないことを証明するために検査をすることはできますか。 

Ａ 検査は発熱や呼吸器症状等がある方や感染者の濃厚接触者等に行います。かかっていないこと

の証明のために検査をすることはできません。 

Ｑ８ 濃厚接触者と同居している人はどうすればいいですか。 

Ａ 濃厚接触者と接する際はマスクの着用やこまめな手洗い等をお願いします。濃厚接触者の食

器や衣類は通常通りに洗えます。その他、厚生労働省「ご家族に新型コロナウイルス感染が

疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと～8 つのポイント～」（出典：厚生労働省ホ

ームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html）を

ご参照ください。 

                              

 

【問合せ先】新宿区保健所保健予防課 0３－５２７３－３８６２ 

資料２-② （案） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

